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「平成 28 年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し 

適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について（依頼） 

 

 

 標記政令については、平成 28 年６月 21 日に閣議決定され、平成 28 年６月 24

日に公布・施行される予定です。 

 本政令の性格上、被災された地域住民の方々に対する制度の周知が極めて重

要と考えております。  

つきましては、本政令の緊急性に鑑み、貴県におかれましては、速やかに本

政令の趣旨、内容について関係職員へ周知徹底いただきたく特段の御配慮をお

願い申し上げます。 

 また、今後、地域住民等への情報提供に努めていくこととしておりますが、

貴県におかれましても、必要に応じ、関係市町村、関係団体、報道機関、地域

住民等へ情報提供方、御配慮くださいますようお願い申し上げます。 
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指
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す
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図
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す
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。
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熊
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特
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す
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こ
の
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の
日
か
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行
す
る
。
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